
 

 

 函館市事務分掌規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和７年３月３１日 

 

                                    函館市長  大  泉     潤   

 

函館市規則第８号 

   函館市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 函館市事務分掌規則（平成５年函館市規則第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第１項観光部の項を次のように改める。 

  観 光 部 

    観光総務課 庶務係 

    観光推進課 

 第３条保健福祉部指導監査課の項中第９号を第１０号とし，第８号の

次に次の１号を加える。 

     (9) 養介護施設従事者等による高齢者の虐待の防止に関する

こと。 

 第３条保健福祉部地域包括ケア推進課の項中第２号および第３号を削  

り，第４号を第２号とし，第５号から第９号までを２号ずつ繰り上げる。  

 第３条保健福祉部介護保険課の項中第１０号を第１２号とし，第５号

から第９号までを２号ずつ繰り下げ，第４号を第５号とし，同号の次に

次の１号を加える。 

     (6) 介護予防・生活支援サービス事業に関すること。  

 第３条保健福祉部介護保険課の項中第３号を第４号とし，第２号を第

３号とし，第１号を第２号とし，同号の前に次の１号を加える。 

     (1) 高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画に関するこ

と。 

 第３条保健福祉部高齢福祉課の項第４号および亀田福祉課の項第６号

中「虐待」の後ろに「（他の主管に属するものを除く。）」を加える。 

 第３条子ども未来部母子保健課の項第２号中「成人男性の風しん，」



 

 

を削り，同項に次の１号を加える。 

     (5) 子ども・子育て支援法に基づく妊婦のための支援給付に

関すること。 

 第３条環境部環境推進課の項に次の２号を加える。  

     (7) 廃棄物処理システムの構築に関すること。 

     (8) 廃棄物処理施設の整備計画に関すること。 

 第３条観光部観光企画課の項中「観光企画課」を「観光総務課」に改 

め，同項第３号中「国内観光客の受入れ」を「観光関係諸行事」に改め， 

同項に次の１号を加える。 

     (4) 映画等の撮影に係る誘致および支援ならびに映画等のコ

ンテンツの活用に関すること。 

 第３条観光部観光誘致課の項を次のように改める。 

   観光推進課 

     (1) 観光客の誘致および受入れに関すること。 

     (2) コンベンション，教育旅行等の誘致に関すること。 

     (3) 広域観光に関すること。 

     (4) 観光情報の発信に関すること。 

     (5) 外国の観光関係団体等との連絡に関すること。 

     (6) 観光資源の開発等に関すること。 

 第３条観光部観光振興課の項および国際観光課の項を削る。 

 第３条都市建設部住宅課の項中第５号を削り，第６号を第５号とし，

第７号を第６号とし，第８号を第７号とする。 

 第３条都市建設部建築行政課の項中第１５号を削り，第１６号を第15

号とし，第１７号を第１６号とする。 

   附 則 

 この規則は，令和７年４月１日から施行する。 


